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人材募集について 
SIPC 
新産業振興部 

公益財団法人埼玉県産業振興公社  
さいたま市中央区上落合２－３－２ 新都心ビジネス交流プラザ３階 
TEL:048-711-9906 /FAX：048-857-3921 

担当／新産業振興部 循環経済支援グループ  
（サーキュラーエコノミー推進センター埼玉） 

SIPC 

                                   令和７年１２月１８日 

 

【職 種】 サーキュラーエコノミー推進コーディネーター 
 

 

業 務 内 容  県内企業のサーキュラーエコノミーの取組を推進、支援する業務 

（１）企業訪問等を通じてのサーキュラーエコノミーの取組企業又は取組に関心のある

企業の開拓 

（２）県内企業がサーキュラーエコノミーに取り組む上での技術支援 

（３）県内企業がサーキュラーエコノミーに取り組む上でのマッチング支援 他 

 

応 募 要 件   以下（１）～（３）全ての条件にあてはまること 

（１）次に掲げるいずれかの経験又は知識を有する方 

①環境分野（環境負荷低減、リユース、リサイクル等）に関する実務経験若しくは

コンサルタントの経験又は知識を有する方 

②設計や生産工程管理に関する企業での実務経験若しくはコンサルタントの経験

又は知識を有する方 

③事業者間の連携や取引に関する企業での実務経験若しくはコンサルタントの経

験又は知識を有する方 

④食分野又は衣料分野における３Ｒやサーキュラーエコノミー（アップサイクル

等）に関する実務経験若しくはコンサルタントの経験又は知識を有する方 

（２）パソコン操作（ワード、エクセル、電子メール等）ができる方 

（３）内外部の関係者（公社職員を含む）と協調し、自ら率先して業務を遂行することが

できる方 

 

募 集 人 員  １名 

 

契 約 形 態  業務委託 

 

契 約 期 間  令和８年２月１日（予定）～令和８年３月３１日（業務成績等の内容により再委託あり） 

 

業 務 時 間  ９時００分～１７時００分（休憩時間６０分） 

 

業 務 日 数  週２日程度（原則として土曜、日曜、祝日は除く）※従事曜日については応相談 

 

報   酬  ２５，０００円（消費税込み） 

       ※ただし、令和５年１０月１日から導入されている適格請求書保存方式（インボイス制

度）の発行事業者でない場合には、１０８／１１０を乗じた額 
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交 通 費  当社規定により支給 

 

業 務 場 所  公益財団法人埼玉県産業振興公社 北与野事務所 

       （埼玉県さいたま市中央区上落合２－３－２  新都心ビジネス交流プラザ３階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

募 集 期 間  令和７年１２月１８日（木） ～ 令和８年１月１４日（水）１７時必着 

 

選 考 方 法  書類選考、面接（書類選考通過者のみ） 

※書類選考の上、面接日をご案内いたします。 

※選考結果は応募者全員に文書で通知します。なお、提出書類は当社が責任を持って破棄 

します。 

 

提 出 書 類  履歴書、職務経歴書、自己ＰＲ文（様式自由、応募要件に関する実務経験やコンサルティ 

ング経験など具体的な内容もご記入ください。） 

 

提 出 方 法  以下の提出先へ令和８年１月１４日（水）１７時必着にて、郵送又はメールにより提出 

       ※郵送の場合には、特定記録郵便でお送りください。 

       ※メールによる送付の場合には、受領確認のため下記まで電話にてご一報ください。 

 

書類提出先  〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合２－３－２新都心ビジネス交流プラザ３階 

公益財団法人埼玉県産業振興公社 新産業振興部循環経済支援グループ 

（サーキュラーエコノミー推進センター埼玉） 上野、村上 

       TEL 048-711-9906  メール junkan@saitama-j.or.jp 

 

個人情報の  提出いただいた書類は、委嘱審査の用途に限り使用いたします。また、個人情報は適正 

取扱について  な理由なく第三者への開示、譲渡及び貸与することは一切ありません。 

 

※「サーキュラーエコノミー推進センター埼玉」の概要については、下記ホームページをご覧ください。 

  https://www.saitama-j.or.jp/junkan/ 


